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本
文
の
ね
ら
い

・
要
点

絶
滅
危
惧
植
物
の
現
状
解
明
と
保
護
は
、
地
域

の

生
物
共
生
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
の
保
全
戦
略
を
立

て

る
上
で
有
効
で
あ
る
。
絶
滅
の
危
険
要
因
に
基
づ
き

実
態
に
あ

っ
た
保
護
対
策
を
立
て
る
べ
き
で
あ
り
、

場
合
に
よ

っ
て
は
分
布
情
報
の
積
極
的
な
公
開
も
必

要
で
あ
る
。
法
律
や
条
例
に
お
け
る
指
定

「高
山
植

物
」
の
改
定
が
必
要

で
あ
る
こ
と
、
絶
滅
危
惧
植
物

保
護
の
た
め
の
関
係
行
政
機
関
の
連
携
が
必
要

で
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

一
九
九
七
年
に
環
境
庁
か
ら
植
物
版
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
が

出
さ
れ

(環
境
庁
自
然
保
護
局

一
九
九
七
)
、

こ
れ
が
最

終
的
な
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ

ッ
ク
が
出
版
さ
れ
る
ま
で
の
当

面
の
基
準
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
作
成
の
経
緯
や
北
海
道

に
お
け
る
絶
滅
危
惧
植
物
の
二
、
三
の
現
状

に
つ
い
て
は

既
に
紹
介
し
た

(高
橋

一
九
九
八
)。

そ
の
後
、

特
に
こ

の
リ
ス
ト
中
で
情
報
不
足
種
と
さ
れ
て
い
る
北
海
道
の
植

物
八
三
種
に
つ
い
て
、
な
ぜ
情
報
不
足
と
な

っ
て
い
る
か

の
要
因
の
現
状
分
析
を
お
こ
な
い

(高
橋

・
山
崎

一
九
九

九
)、
現
状
調
査
事
体
が
遅
れ
て
い
る
事
も
指
摘
し
た
。

本
稿
で
は
こ
の
延
長
線
上
で
、
い
わ
ゆ
る

「高
山
植
物
」

を
含
む
絶
滅
危
惧
植
物

の
具
体
的
な
保
護
策
を
立

て
る
上

で
の
問
題
点
や
課
題
を
指
摘
す
る
。

現
状
調
査
と
分
布
情
報
の
公
開

絶
滅
危
惧
植
物
を
指
標
種
と
し
た
地
域
生
態
系

の
現
状

調
査
が
な
に
よ
り
も
大
切
で
あ
る
。
絶
滅
危
惧
植
物
そ
の

も
の
の
繁
殖
成
功
や
個
体
群
の
遺
伝
的
構
造

に
加
え
、
指

標
植
物
を
ひ
と

つ
の
結
び
目
と
し
て
そ
れ
を
取
り
巻
く
生

物

(競
争
関
係
に
あ
る
他
の
植
物
種
、
病
害
虫
や
採
食
動

物
、
訪
花
昆
虫
な
ど
)
と
の
具
体
的
な
関
係

(
11
生
物
間

の
相
互
作
用
)
を
解
明
す
る
こ
と
が
、
植
物
が
生
育
し
て

い
る
地
域
生
態
系
す
な
わ
ち
地
域
の
生
物
共
生
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
保
全
戦
略
の
た
め
の
基
礎
と
な
る

(鷲
谷

一
九
九
七
)。

こ
の
た
め
に
は
進
化
生
態
学
、
数
理
生
態
学
、
集
団
遺
伝

学
な
ど
の
分
野
を
総
合
し
た
保
全
生
物
学
的
な
研
究
の
進

展
が
求
め
ら
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
北
海
道
に
お
け
る
保

全
生
物
学
的
な
研
究
は
大
変
遅
れ
て
い
る
。
情
緒
的
な
自

然
保
護
運
動
と
と
も
に
理
性
的
な
運
動
も
並
行
し
て
進
め

る
必
要
が
あ
る
。

絶
滅
危
惧
植
物
の
現
状
調
査
だ
け
に
焦
点
を
し
ぼ

っ
て

も
、
北
海
道
に
は
多
く
の
課
題
が
残

っ
て
い
る
。
絶
滅
危

惧

の
判
定
を
し
う
る
だ
け
の
情
報
が
な

い
、

い
わ
ゆ
る

「情
報
不
足
種
」
が
か
な
り
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
種

に

つ

い
て
は
分
類
学
的
な
検
討
か
ら
始
ま
り
、
標
本
に
よ
る
過

去

の
記
録
の
ト
レ
ー
ス
、
そ
し
て
現
在
の
生
育
状
況

(分

布
地
点
、
株
数
、
サ
イ
ズ
構
成
な
ど
)
の
調
査
が
必
要
に

な
る
。
さ
ら
に
な
ん
ら
か
の
ラ
ン
ク
付
け
が
さ
れ
て
い
る

絶
滅
危
惧
植
物
で
あ

っ
て
も
、
調
査
の
進
展
と
と
も
に
新

分
布
が
明
ら
か
に
な
り
、
分
布
地
点
や
個
体
数

の
デ
ー
タ

は
年
々
変
わ

っ
て
い
く
。
現
在
、
各
地
域

で
の
象
徴
的
な

種
、
例
え
ば
ヒ
ダ
カ
ソ
ウ
、

レ
ブ

ン
ア
ツ
モ
リ
ソ
ウ
な
ど

に
つ
い
て
は
個
体
数
や
サ
イ
ズ
構
成
な
ど
の
継
続
調
査

(
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
)
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、

ほ
と
ん

ど
の
種
に

つ
い
て
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
は
不
十
分
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
は
こ
の
よ
う
な
分
布
情
報
に

つ
い
て
は
非
公

開
を
原
則
と
し
て
い
た
。
盗
掘
を
助
長
す
る
、
と
の
考
え

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
場
合
に
は
分
布
情
報
を
公

開
す
る
こ
と
で
、
む
し
ろ
開
発
を
抑
制
し
保
護
に

つ
な
が

る
効
果
が
期
待
で
き
る
。
絶
滅
危
惧
種
の
お
か
れ
て
い
る

実
態
、
危
険
要
因
に
応
じ
て
、
詳
細
な
分
布
情
報
の
公
開

も
あ
り
う
る
。
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例
え
ば
水
草
や
カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
科
、
イ
ネ
科
、
ホ
シ
ク

サ
科
な
ど
の
湿
生
植
物

の
多
く
は
、
花
が
目
立
た
な
い
事

も
あ
り
、
盗
掘
の
危
険
性
は
大
き
く
な
い

(た
だ
し
水
草

で
も
タ
ヌ
キ
モ
類
な
ど
の
食
虫
植
物

に
つ
い
て
は
熱
狂
的

な
栽
培

マ
ニ
ア
が
い
る
こ
と
も
あ
り
盗
掘
の
危
険
が
高
い
)。

む
し
ろ
人
間
に
よ
る
直
接
的
な
開
発
行
為
や
生
育
環
境
の

悪
化
が
大
き
な
危
険
要
因
と
な

っ
て
い
る
。
特
に
水
草
で

は
そ
の
生
育
地
情
報
が

一
般
に
知
ら
れ
な
い
た
め
に
、
不

注
意
に
水
質
が
汚
染
さ
れ
絶
滅
し
て
い
る
例

が
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
例

で
は
分
布
情
報
を
公
開
し
注
意

を
喚
起
す
る

必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
開
発
計
画
を
抑
止
す
る
効
果

も
期
待
で
き
る
だ
ろ
う
。

法
律

の
不
備
ー
特
に
道
立
自
然
公
園
の
指
定
植
物
に
つ
い

て

「
絶
滅
危
惧
植
物
」
保
護
に
関
連
す
る
法
規
制
は
、
D

国

の
自
然
公
園
法
、
北
海
道
自
然
公
園
条
例

や
自
然
環
境

保
全
法
な
ど
に
よ
る
、
該
当
地
域
で
の
自
然

の
保
護
、
鋤

文
化
財
保
護
法
や
北
海
道
文
化
財
保
護
条
例

に
よ
る
、
指

定
さ
れ
た
文
化
財
の
保
護
、
鋤
森
林
法

に
よ

る
、
森
林
の

管
理
、

の
三

つ
に
大
別
さ
れ
る

(北
海
道
高
山
植
物
盗
掘

防
止

ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク
委
員
会

一
九
九
九
)
。

い
わ
ゆ
る

「絶
滅

の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物

の
種

の
保
存

に
関

す
る
法
律

(種

の
保
存
法
)
」
は
D
と
a
の
中
間
的
な
も

の
で
、
国
内
希
少
種
と
し
て
指
定
さ
れ
た
種

の
採
取
や
販

売

・
譲
渡
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ

し
北
海
道
自

生
植
物
と
し
て
は
レ
ブ

ン
ア
ツ
モ
リ
ソ
ウ
、

ア
ツ
モ
リ
ソ

ウ
、

ホ
テ
イ
ア
ツ
モ
リ
ソ
ウ
の
三
種
し
か
指
定
さ
れ
て
い

な

い
の
が
大
き
な
問
題
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
別
の
森
林

法

に
つ
い
て
は
元
来
自
然
保
護
あ
る
い
は
種

の
保
存
と
い

う
観
点
か
ら
の
法
律
で
は
な
い
の
で
、
厳
格

に
適
用
し
す

ぎ
る
と

一
般
国
民
の
自
然
を
享
受
す
る
権
利

-
山
菜
の
採

取
な
ど
、
と
の
軋
礫
が
生
じ
る
事
も
懸
念
さ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
法
律
を
時
と
場
合
に
応

じ
て
適
切
に
運
用
し
て
い
け
ば
絶
滅
危
惧
植
物
の
盗
掘
は

お
お
い
に
抑
制
さ
れ
る
と
思
う
。

と
こ
ろ
が
D
の
自
然
公
園
法
や
公
園
条
例
で
指
定
さ
れ

て
い
る

「高
山
植
物
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
植
物
」
そ
の

も
の
に
問
題
が
あ
る
場
合
が
多
い
。
こ
こ
で
は
事
例
と
し

て
道
立
自
然
公
園
で
の
指
定

「
高
山
植
物
」
に
つ
い
て
述

べ
よ
う
。

道
立
自
然
公
園
と
し
て
は
、
南
か
ら

「松
前
矢
越

(昭

和
四
三
年
指
定
、
以
下
同
)」
、
「恵
山

(昭
和
三
六
年
)」
、

「桧
山

(昭
和
三
五
年
)
」
、

「
狩
場
茂
津
多

(昭
和

四
七

年
)」
、
「野
幌
森
林

(昭
和
四
三
年
)
」、
「朱
鞠
内

(昭
和

四
九
年
)」
、
「天
塩
岳

(昭
和
五
三
年
)
」、
「
富
良
野
芦
別

(昭
和
三
十
年
)
」、
「
厚
岸

(昭
和
三
十
年
)
」、

「野
付
風

蓮

(昭
和
三
七
年
)
」、
「北
オ
ホ
ー
ッ
ク

(昭
和
四
三
年
)」、

「斜
里
岳

(昭
和
五
五
年
)」
の
十
ニ
ケ
所
が
指
定
さ
れ

て

い
る
。
道
立
自
然
公
園
の
特
別
地
域
内
に
お
い
て
は
知
事

が
指
定
し
た

コ
局
山
植
物
」
の
採
取
や
損
傷
は
規
制
さ
れ

て
お
り
、
学
術
研
究
の
た
あ
で
も
許
可
が
必
要
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の

コ
局
山
植
物
」

の
指
定
は
昭
和
四
十

年

-
今
か
ら
三
五
年
前
に
告
示
さ
れ
、
そ
れ
以
降

一
度
も

改
定
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。
昭
和
四
十
年
以
降
、
新

た
に
指
定
さ
れ
た
道
立
自
然
公
園
は
七
ケ
所
に
及
ぶ
。

ま
ず
表
1
に
道
立
自
然
公
園
条
例
に
よ
る
指
定

「高
山

植
物
」
(昭
和
四
十
年
告
示
)
を
リ

ス
ト
し
た

(原
文

で

の
明
ら
か
な
誤
り
は
著
者
の
判
断
で
訂
正
し
た
)
。
原
文

の
和
名
に
は
誤
植
が
多
く
、
専
門
家
の
最
終
的
な
チ
ェ
ツ

ク
が
さ
れ
な
か

っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
リ
シ
リ
ヒ
ナ

ゲ
シ
、

レ
ブ

ン
ア
ツ
モ
リ
ソ
ウ
な
ど
利
尻
礼
文
サ
ロ
ベ
ツ

国
立
公
園
の
固
有
種
や
ヒ
ダ
カ
ソ
ウ
、

ア
ポ
イ
カ
ン
バ
な

ど
旦
口同
山
脈
襟
裳
国
定
公
園
の
固
有
種
が
入
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
種
は
現
在

の
十
二
道
立
自
然
公
園
内
で
の
生
育

は
考
え
ら
れ
な
い

(昭
和
四
十
年
以
前
は
道
立
自
然
公
園

で
あ

っ
た
地
域

の
植
物
が
そ
の
ま
ま
残
っ
た
結
果
と
思
わ

れ
る
が
)。
そ
う
か
と
思
え
ば

ハ
コ
ベ
属
、

タ
デ
属
、

ス

ゲ
属
な
ど
広
く
指
定
し
す
ぎ
て
し
ま
い
、
ど
こ
に
で
も
あ

る
雑
草
的
な
植
物

コ
ハ
コ
ベ
、
イ
ヌ
タ
デ
、
ミ
ノ
ボ

ロ
ス

ゲ
ま
で
含
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
か
え

っ
て
全
体
と

し
て
の
信
頼
性
を
低
下
さ
せ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
昭
和

四
十
年
以
降
道
立
自
然
公
園
内

で
分
布
が
報
告
さ
れ
た
、

い
く

つ
か
の

「重
要
な
種
」
も
リ
ス
ト
か
ら
漏
れ
て
い
る
。

な
お
道
に
確
認
し
た
と

こ
ろ
今
後
見
直
し
を
お
こ
な
う

と
の
事

で
あ
る
の
で
、
以
下
に
要
望
を
列
挙
し
て
お
く
。

D

国
立

・
国
定
公
園
と
同
様

に
、
各
道
立
自
然
公
園
ご

と
に
指
定
す
る
の
が
望
ま
し
い
。
当
該
地
域
を
実
際
の

フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
研
究
を
し
て
い
る
研
究
者
や
地
元

の
研
究
家
も
含
ん
だ
検
討
会

で
指
定

「高
山
植
物
」
を

選
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
地
域

に
よ
っ
て
は
補
足
的
な

現
地
調
査
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

鋤

昭
和
四
十
年
以
降
に
自
生
が
明
ら
か
に
な

っ
た

「高

山
植
物
」
は
当
然
追
加
す
べ
き
だ
が
、
自
生
し
な
い
の

が
明
ら
か
な
種
を
削
除
す
る
、
広
す
ぎ
る
属
指
定
を
見

直
す
な
ど
の
整
理
も
必
要
で
あ
る
。

鋤

一
定
期
間

(十
年
ほ
ど
)
ご
と
に
見
直
す
べ
き
事
を

明
記
す
る
。

な
お
国
立

・
国
定
公
園
で
は
各
公
園
ご
と
に

「高
山
植

物
」
が
指
定
さ
れ
て
お
り
、
道
立
自
然
公
園
に
く
ら
べ
れ

ば
よ
り
現
状
に
即
し
た
も
の
と
な

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
と

て
不
十
分
な
点
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
ー
例
え
ば
釧
路
湿
原

国
立
公
園
の
指
定
植
物

に
つ
い
て
は
滝
田

(
一
九
九
七
)

に
よ
る
提
言
が
あ
り
、
指
定
植
物
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い

な
い
が
保
護
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
五
十
種

類
以
上
の
植
物
を
列
挙
し
て
い
る
ー
や
は
り

一
定
期
間
ご
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と
の
見
直
し
が
必
要

で
あ
る
。
山
梨
県
の
条
例
な
ど
を
参

考
に
北
海
道
も
高
山
植
物
保
護
の
た
め
の
条
例
化
を
急
ぐ

意
見
も
あ
る
が
、
現
行

の
条
例
の
不
備
に

つ
い
て
も
早
急

に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

縦
割
り
行
政
の
解
消

-
関
係
行
政
機
関
の
連
携

へ

縦
割
り
行
政
の
弊
害
が
言
わ
れ
て
久
し
い
が
、
絶
滅
危

惧
植
物
の
保
護
に
お
い
て
は
特
に
関
係
す
る
行
政
機
関
同

士
の
連
携
が
求
め
ら
れ
る
。

レ
ブ

ン
ア
ツ
モ
リ

ソ
ウ
は

「種

の
保
存
法
」
に
よ
り
国
内
希
少
種

に
指

定
さ
れ
た
事

も
あ
り
、
行
政
機
関
同
士
の
連
携
が
行
わ
れ

て
い
る
お
そ

ら
く
北
海
道
で
は
初
め
て
の
ケ
ー
ス
と
思
わ
れ
、
今
後
の

テ
ス
ト
ケ
ー
ス
に
な
る
と
思
い
こ
こ
に
紹
介
す
る
。

平
成
八
年
に

「種

の
保
存
法
」
に
基
づ
い
て
、
環
境
庁
、

農
林
水
産
省
の
連
名

で

「
レ
ブ

ン
ア
ッ
モ
リ

ソ
ウ
保
護
増

殖
事
業
計
画
」
が
告
示
さ
れ
、
実
務

レ
ベ
ル
で
の
連
絡

・

連
携
を
図
る
た
め
平
成
九
年
か
ら
は

「
レ
ブ

ン
ア
ッ
モ
リ

ソ
ウ
保
護
増
殖
事
業
者
連
絡
会
議

(以
下
、
「
連
絡
会
議
」

と
言
う
)」
が
発
足
し
て
い
る
。
「連
絡
会
議
」
の
構
成
機

関
と
し
て
は
、
農
林
水
産
省

(旭
川
営
林
支
局
)
、
環
境

庁

(西
北
海
道
地
区
国
立
公
園

・
野
生
生
物

事
務
所
)
、

礼
文
町
の
三
者
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
オ
ブ

ザ
ー
バ
ー
と

し
て
北
海
道

(自
然
保
護
課
)、
北
海
道
教
育
委
員
会
、

礼
文
町
教
育
委
員
会
が
参
加
し
、
学
識
経
験
者
と
し
て
大

学
教
官
な
ど
の
若
干
名
も
加
わ

っ
て
い
る
。
ま
だ

「連
絡

会
議
」
が
で
き
て
三
年
目
で
あ
り
具
体
的
な
成
果
を
求
め

る
の
は
早
い
が
、
少
な
く
と
も
レ
ブ
ン
ア
ツ
モ
リ
ソ
ウ
の

保
護
増
殖
に
関
わ
る
関
係
行
政
機
関
が
互
い
の
情
報
交
換

が
で
き
る
場
が
作
ら
れ
た
こ
と
は
有
意
義
で
あ

っ
た
し
、

群
生
地
の
盗
掘
監
視
体
制
の
充
実
、
新
た
な

レ
ブ

ン
ア
ツ

モ
リ
ソ
ウ
生
育
地
が
環
境
庁
の
所
管
地
と
な

る
、
な
ど
の

前
進
面
が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
は
レ
ブ

ン
ア
ツ
モ
リ
ソ
ウ
が

「種
の
保
存
法
」
で

国
内
希
少
種
に
指
定
さ
れ
た
と
い
う
事
が
出
発
点
に
な

っ

て
い
る
。
「種

の
保
存
法
」
に
よ
る
指
定
が
関
係
行
政
機

関
の
連
携
を
促
進
す
る
イ
ン
パ
ク
ト
に
な
る
。
現
状
は
象

徴
的
な
少
数
種
の
み
が
指
定
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

な
る
べ
く
早
い
時
期
に
植
物
だ
け
で
も
五
十
種
く
ら
い
の

思
い
切

っ
た
指
定
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
国
の

「
種
の

保
存
法
」
に
対
応
し
た
、
道
レ
ベ
ル
で
の

「種
の
保
存
法
」

策
定
も
考
慮
に
値
す
る
。

引
用
文
献

北
海
道
高
山
植
物
盗
掘
防
止
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
委
員
会

(編
)
,

一
九
九
九
.

「市
民
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
高
山
植

物
盗
掘
防
止
の
手
引
き
」.
札
幌

環
境
庁
自
然
保
護
局

レ
ッ
ド
リ
ス
ト
」
.

高
橋
英
樹

ク
の
現
状
と
北
海
道
の
課
題
.

一
ー
四
.

高
橋
英
樹

・
山
崎
真
実
.

一
九
九
九
.
植
物
版

レ
ッ
ド

デ
ー
タ
ブ

ッ
ク
中
の
北
海
道
産
情
報
不
足
種
の
現
状
.

北
方
山
草

一
六
、
五
ニ
ー
五
五
.

滝
田
謙
譲
,

一
九
九
七
,
釧
路
湿
原
国
立
公
園

の
保
護

指
定
植
物

に
つ
い
て
.

「北
海
道
の
絶
滅
危
惧
植
物
の

現
状
二
」
、

一
ニ
ー
二
三
.
北
海
道
絶
滅
危
惧
植
物
調

査
研
究
グ
ル
ー
プ
.
札
幌

鷲
谷

い
つ
み
.

一
九
九
七
.
植
物
の
保
全
生
態
学
の
今
1

「
遺
伝
子
か
ら
景
観
ま
で
」

を
視
野

に
入
れ
た
総
合
科

学
に
,
生
物
科
学

四
九
、
六

一
ー
六
七
.
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表1北 海道立自然公園条例による指定 「高山植物」(昭和40年 告示)

平仮名書きの科名はカタカナ書きに直 した。また明 らかな誤植と思われる和名は著者の責任で正 しい

和名に訂正 し、これには星印を付けた。現在とは科や属の範囲づけが違うものがあるがあるが これは原

文のままとした。

キ ク科:エ ゾ ウ スユ キ ソ ウ、 タカ ネ ウス ユ キ ソ ウ、 エ ゾ ウサ ギ ギ ク、 フ タマ タ タ ンポ ポ、 ミヤ マ ァ ズ マ ギ ク、 ア ポ イ

ァズ マ ギ ク・ ミヤ マ コ ウ ゾ リナ ＼ タカ ネ ニ ガ ナ、 トウ ゲ ブキ、 エ ゾ コウ ゾ リナ、 ア サ ギ リソ ウ、 サ マ ニ ヨ モ ギ 、
シ ロサ マ ニ ヨモ ギ、 トウ ヒ レ ン属

キ キ ョウ科:ツ リガ ネ ニ ン ジ ン属 、 ホ タル ブ ク ロ属

オ ミナ エ シ科:チ シマ キ ン レイ カ

ス イ カ ズ ラ科:リ ネ ン ソヴ 、 チ シ マ ヒ ョウ タ ンボ ク

ア カネ 科:ミ ヤ マ キ ヌ タ ソウ

タ ヌ キ モ科:ム シ トリス ミ レ

ハ マ ウ ツボ 科:オ ニ ク

ゴ マ ノバ グ サ 科:ハ マ レ ンゲ 属 、 イ ワ ブ ク ロ、 シ オ ガマ ギ ク属 串、 ク ワ ガ タ ソ ウ属

シ ソ科:イ ブ キ ジ ャ コ ウ ソ ウ

ム ラサ キ 科:ミ ヤ マ ム ラサ キ

リ ン ドウ 科:リ ン ドウ属 、 セ ン ブ リ属 、 ミツ ガ シ ワ*、 イ ワイ チ ョウ

サ ク ラ ソ ウ 科:サ ク ラ ソ ウ属 、 ツマ ト リソ ヴ 、 トチ ナ イ ソ ウ

ツ ツ ジ科:ヒ メ シ ャ クナ ゲ 、 コ メバ ッ ガザ ク ラ、 ウ ラ シマ ツ ッ ジ、 チ シマ ッ ガザ ク ラ、 イ ワ ヒゲ、 シ ラ タマ ノキ 、 ジ
ム カ デ、 イ ソ ッ ッ ジ属 、 ミネ ズ オ ウ、 サ ラサ ドウ ダ ン、 ッガ ザ ク ラ属 、 シ ャ クナ ゲ属 、 コケ モ モ属

イ ワ ウ メ科:イ ワ ウメ、 イ ワカ ガ ミ

ミズ キ科:ゴ ゼ ン タチ バ ナ

セ リ科:ミ シマ サ イ コ属

ア カバ ナ科:ア カバ ナ属

ス ミ レ科:ス ミ レ属

オ トギ リソ ウ科 ㌔ オ トギ リソ ウ属

ガ ン コ ウ ラ ン科:ガ ンコ ウ ラ ン

フ ウ ロソ ウ科:チ シマ フ ウ ロ

マ メ 科:リ シ リオ ウギ*、 オ ヤ マ ノ エ ン ドウ属

バ ラ科:ダ イ コ ン ソ ウ属 、 ハ ゴ ロモ グサ 、 キ ジム シ ロ属 、 チ ョ ウ ノス ケ ソ ウ、 シモ ッケ属*、 オ ニ シ モ ツ ケ、 ワ レモ

コ ウ属 、 ハ マ ナ ス

ユ キ ノ シタ科:ウ メ バ チ ソウ、 ユ キ ノ シタ属

ベ ンケ イ ソ ウ科:ホ ソバ イ ワベ ンケ イ、 ヒダ カ ミセバ ヤ

モ ウ セ ン ゴ ケ科:モ ウ セ ンゴ ケ

ァ ブ ラ ナ科:ハ タ ザ オ属 、 ミヤ マ タ ネ ッ ケバ ナ、 イ ヌ ナ ズ ナ属 、 バ クセ ンナ ズ ナ

ケ シ科:コ マ ク サ、 リシ リ ヒナ ゲ シ

キ ンポ ウゲ 科:ト リカ ブ ト属 、 バ ク サ ンイ チゲ 、 ミヤ マ オ ダ マキ 、 ヒ ダ カ ソ ウ、 ミッバ オ ウ レン、 シ ラ ネ ア オ イ、 ッ

クモ グサ 、 ミヤ マ キ ンポ ウゲ 、 キ ンバ イ ソ ウ属

スイ レ ン科:ネ ム ロ コ ウ ホ ネ

ナ デ シ コ科:カ トウハ コベ 、 タカ ネナ デ シ コ、 カ ラ フ トマ ンテ マ 、 タカ ネ ツメ クサ属 ・、 ハ コベ 属

タ デ 科:タ デ 属

ア カ ザ 科:ア ッケ シ ソ ウ

カ バ ノキ科:ア ポ イ カ ンバ

ビ ャク ダ ン科:カ マ ヤ リソ ウ

ヤ ナ ギ科:ヒ ダ カ ミネ ヤ ナ ギ、 エ ゾ ノ タ カ ネ ヤ ナ ギ、 キ ッ ネ ヤ ナ ギ

ラ ン科:レ ブ ンア ッ モ リ ソウ、 ヒメ ミヤ マ ウ ズ デ 、 フ タバ ラ ン属 、 バ ク サ ンチ ドリ、 ツ レサ ギ ソ ウ属

ア ヤ メ科:ヒ オ ウ ギ ア ヤ メ

ユ リ科:ネ ギ属 ・ ツバ メ オ モ ト、 ス ズ ラ ン、 ク ロユ リ、 エ ゾ ゼ ンテ イ カ、 クル マ ユ リ、 エ ゾ ス カ シ ユ リ、 マ イ ヅル ソ

ウ、 チ シ マ ゼ キ シ ョウ属 、 エ ン レイ ソ ウ属 、 バ イ ケ イ ソ ウ属 、 チ シマ ア マ ナ、 リシ リソ ウ

イ グサ 科:ミ ヤ マ イ、 ス ズ メ ノ ヤ リ属

サ トイ モ 科:ミ ズバ シ ョゥ

カヤ ツ リグ サ 科:ス ゲ 属 、 ワ タ スゲ 属 、 ホ タル イ属

イ ネ 科:イ チ ゴ ッ ナギ 属 、 ミヤ マ ノ ガ リヤ ス 、 ユ ウバ リカ ニ ツ リ、 リシ リカ ニ ツ リ

ホ ロム イ ソ ウ科:ホ ロム イ ソ ウ

ア マ モ科:ア マ モ 属

ス ギ科:リ シ リビ ャ ク シ ン、 ハ イ マ ツ、 ハ ッ コ ウダ ゴ ヨウ
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